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―武力紛争下の第三国船舶に対する攻撃に至らない干渉の法的

枠組み 

        

氏 名： 保井 健呉 

 

要   約： 

 本稿において取り扱う海上経済戦とは、攻撃によらない措置として、臨検、捜索、引

致、抑留や没収といった船舶への干渉を通して敵の海上交通を圧迫する戦争の手段・方

法であり、慣習海上経済戦規則によって規律される。慣習海上経済戦規則は jus in bello

であり、また、中立国の通商とも関連する点で中立法ともされる。伝統的に海上経済戦

は戦時平時二元構造における中立制度の下で、交戦権に基づき行われ、中立国の受忍に

よって正当化されていた。戦争違法化による戦時平時二元構造の否定は中立制度の妥当

基盤をも否定するものであった。同時に、戦争違法化は国の武力行使を認める交戦権の

概念を自衛権へと置き換えるものであり、これらの国際法の構造転換によって、海上経

済戦規則の一般的妥当性には動揺が指摘されている。 

 戦争違法化後の現代国際法の下で、海上経済戦は今日に至る国家実行の蓄積から依然

として合法な戦争の手段・方法として諸国に認識されていることが指摘される。その上

で、今日の海上経済戦の遂行について、自衛権を船舶への干渉の直接の根拠として行わ

れることが主張された。このとき、慣習海上経済戦規則の機能は禁止規範として違法な

海上経済戦の実施の態様を規定するものとなる。 

 こうした背景において、2010年 5月 31日の「ガザの自由」船団事件をきっかけに、

非国際的武力紛争における海上経済戦について、慣習海上経済戦規則による規律の可能

性が論じられるようになった。慣習海上経済戦規則は国際的武力紛争における海上経済

戦のみを規律してきた規則である。しかし、近年の「国際人道法の人道化」アプローチ

は捕虜や占領といった叛徒の権限を認めるような一定の性質を有する規則を除き、国際

的武力紛争に適用されてきた武力紛争法規則の非国際的武力紛争への適用を低い敷居

で認めている。このことを考慮したとき、禁止規範とみなされた慣習海上経済戦規則に

ついても同様に非国際的武力紛争への適用が認められうる。それにもかかわらず、非国

際的武力紛争における海上経済戦の規律を巡っては高い敷居に基づいた国家実行の欠

如から、非国際的武力紛争における慣習海上経済戦規則の適用の否定が多く主張された。 

 非国際的武力紛争への慣習海上経済戦規則の適用可能性を巡る議論は、現代国際法に

おける慣習海上経済戦規則そのものの性質が不明確であることを示している。海上経済
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戦を規律している慣習海上経済戦規則の性質を踏まえずに、海上経済戦を巡る法的枠組

みを把握することはできず、また、非国際的武力紛争における海上経済戦の規律の態様

を明らかにすることもできない。そこで、本稿の目的は慣習海上経済戦規則の性質を明

らかにし、その上で改めて現代国際法における海上経済戦遂行の法的枠組みと慣習海上

経済戦規則の妥当範囲を示すことで、武力紛争全般における海上経済戦の規律の態様を

説明することである。 

 Ⅱ章、及びⅢ章において jus in belloとしての慣習海上経済戦規則の性質を分析する。

17世紀から 18世紀にかけて今日に至る海上経済戦規則の枠組みが形成されて以後、そ

の基本的には枠組みには大きな変化が生じていない。二度の世界大戦と戦争違法化の影

響も限定的であった。他方で、今日に至る武力紛争法の発展から海上経済戦への機能的

目標選定基準、及び海上経済戦規則への戦争犠牲者の保護を目的とする人道的規則とい

った新しい要素の導入が確認された。 

 中立法の観点からは、受忍義務に関する規則である慣習海上経済戦規則が必ずしも公

平な中立国との間での適用を必要としてこなかったことから、公平な中立国の存在を適

用の前提とする公平義務に関する規則と異なり中立制度の動揺の影響を受けず、一般的

妥当性を維持していることが確認された。 

 そして、慣習海上経済戦規則の規律する海上経済戦は交戦国による規則上の要件を満

たす海上経済戦措置設定の通告に基づいて実施される。この海上経済戦の態様から、海

上経済戦措置の設定とその通告が他国の交戦国の干渉に対する請求権を失わせる、つま

り他国に海上経済戦措置を受忍させる法的効果を有する法律行為であり、他国の合意を

必要としない点で一方的行為であることが導出される。さらに、今日の海戦法規にみら

れる海上経済戦への機能的目標選定基準の導入は、敵対的援助に従事する船舶と破壊が

直接的な軍事的利益をもたらす物品の輸送に従事する船舶への攻撃を認め、干渉のみが

認められる海上輸送の範囲が海上経済戦措置の設定に基づくことを決定付けるもので

あった。 

 Ⅳ章とⅤ章においては、慣習海上経済戦規則が単なる禁止規範ではなく、権限付与規

範であることを前提として、海上経済戦遂行の現代国際法における位置付けを分析する。

海上経済戦の遂行は、jus ad bellumとの関連において、自衛権の行使としても合法で

なければならない。このとき、設定された海上経済戦措置の実施や維持は、事実として

他の交戦国に対する武力行使であるが、海上経済戦措置の設定は法律行為として武力に

よる威嚇に該当する。自衛権行使としての海上経済戦遂行の合法性はそれぞれの行為の

性質を考慮しなければならない。 

 また、jus in bello である慣習海上経済戦規則上合法な海上経済戦の遂行が jus ad 

bellum上違法であった場合、「不法から権利は生じない」の原理から、船舶や貨物の没

収といった海上経済戦の結果の法的効力が問題となる。武力紛争の当事国による海上経

済戦の遂行が jus ad bellumに違反する場合であっても、今日の慣習海上経済戦規則の
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有する戦争犠牲者を保護する人道的性質から、慣習海上経済戦規則の違反国への適用は

肯定される。そして、jus ad bellum上違法な海上経済戦が交戦国に jus ad bellumの

違反について責任を生じさせる一方で、jus ad bellumの違反は jus in bello上有効な海

上経済戦の結果を取り消す効果を持たないことが国家実行から確認された。 

 Ⅵ章ではこれまでの検討で明らかになった慣習海上経済戦規則の性質と非国際的武

力紛争における海上経済戦の国家実行から、非国際的武力紛争における海上経済戦を巡

る法的枠組みを分析する。1949 年のジュネーヴ諸条約共通 3 条以前において内戦に独

特な実行は確認されるものの、非国際的武力紛争を非国際的武力紛争として規律する国

際法は海上経済戦に関するものも含めて成立していなかった。共通 3条後においても非

国際的武力紛争法規則の拡充は限定的であった。他方で、近年の「国際人道法の人道化」

アプローチは条約規定を拡充するのではなく、慣習国際的武力紛争法規則の多くが非国

際的武力紛争においても適用されるとみなすことで非国際的武力紛争法規則の大幅な

拡充を実現している。人道化アプローチの限界として、紛争当事者の権利行使に関する

国際的武力紛争法規則の非国際的武力紛争への適用は否定されてきた。これまでの分析

が示すように慣習海上経済戦規則が権限付与規則であるため、人道化アプローチの下で

は非国際的武力紛争に適用することができない。非国際的武力紛争における海上経済戦

を巡る法的枠組みは、改めて国家実行から明らかにされなければならない。そして、国

家実行の検討からは慣習海上経済戦規則の非国際的武力紛争における一般的妥当性を

確認することができなかった。同時に、非国際的武力紛争に独特の海上経済戦規則の確

立や海洋法による規律を確認することもできなかった。非国際的武力紛争における海上

経済戦を規律している具体的規範の不在は現在の非国際的武力紛争における海上経済

戦が原則として違法なまま遂行されていることを示している。 

Ⅶ章では本稿の結論を再確認し、その影響を論じる。Jus in belloである慣習海上経

済戦規則は権限付与規則であり、人道的規則であった。規則の性質は、jus in bello 上

受忍義務が今日も妥当することを示し、規則が jus ad bellumとの関係においては平等

適用の対象であること、jus ad bellum上で違法であっても jus in bello上有効な海上経

済戦の結果の効力が否定されないことを示すものであった。そして、慣習海上経済戦規

則が権限付与規則であったことは今日においても交戦権の概念が部分的に妥当してい

ることを明らかにした一方で、他の法律行為の介在しない機能的目標選定基準に基づく

船舶への攻撃といった敵対行為の法的根拠の不透明性を改めて浮き彫りにした。 

非国際的武力紛争における海上経済戦に関してはその違法性が確認されたが、国家実

行の数は非国際的武力紛争における海上交通への干渉の必要性を示している。今日の非

国際的武力紛争における海上経済戦においてみられるように、妥当する規範が存在しな

いにもかかわらず設定される措置は一方的国内措置として、一般的には対抗力を有さず、

他国の承認がある場合に当該他国との関係で効力が認められるにすぎない。一方で、そ

れらの設定された措置は諸国の黙認による一般的認容が確認される場合、一般的な対抗
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力を獲得する。そして、一般的に認容された非国際的武力紛争における海上経済戦の

個々の実行は、その蓄積を通した既存の慣習海上経済戦規則の適用によらない、非国際

的武力紛争に独自の海上経済戦規則による規律へと至る可能性を示すものである。 


